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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
前
川
喜
平
前
事
務
次
官
の
授
業
内
容
の
報
告
を
文
部
科
学
省
が
求
め
た
こ
と
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
前
川
喜
平
前
事
務
次
官
の
授
業
内
容
の
報
告
を
文
部
科
学
省
が
求
め
た
こ
と
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
講
演
」
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
に
対
し
て
、
平
成
三
十
年
二
月
十
七
日
に
元
文
部
科
学
大
臣
政
務
官
で

あ
る
参
議
院
議
員
か
ら
内
容
を
確
認
し
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
旨
の
連
絡
が
あ
り
、
ま
た
、
同
月
十
九
日
に
衆
議
院
議
員

か
ら
同
講
演
に
関
す
る
報
道
記
事
の
提
供
が
あ
り
、
同
省
に
お
い
て
同
講
演
に
つ
い
て
承
知
し
、
そ
の
後
、
同
省
か
ら
御
指

摘
の
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
に
対
し
て
、
授
業
の
目
的
や
内
容
、
前
文
部
科
学
事
務
次
官
を
招
い
た
経
緯
や
理
由
、
授
業
を

公
開
し
た
狙
い
、
保
護
者
や
生
徒
の
反
応
等
に
つ
い
て
の
回
答
や
、
授
業
の
講
演
録
や
録
音
デ
ー
タ
等
の
提
供
を
依
頼
す
る

と
い
っ
た
調
査
（
以
下
「
本
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
政
治
家
か
ら
の
要
請
も
し
く
は
指
示
に
基
づ
い
て
質
問
事
項
を
作
成
し
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
調
査
は
、
�
橋
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
の
判
断
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
御
指
摘
の
「
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
へ
の
質
問
事
項
」
は
、
同
局
長
の
指
示
に
よ
り
、
同
局
教
育
課
程
課
の
課
長
補

一



佐
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
大
臣
自
身
が
知
ら
な
い
中
で
行
わ
れ
て
い
る
今
回
の
件
は
、
法
令
上
の
規
定
を
満
た
し
て
い
な
い
」
の
趣
旨

が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
調
査
は
、
「
文
部
科
学
大
臣
・
・
・
は
、
第
四
十
八
条
第
一
項
・
・
・
の
規
定
に
よ

る
権
限
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
・
・
・
教
育
委
員
会
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
教
育
に
関

す
る
事
務
に
つ
い
て
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
す
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二

年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
第
五
条
に
お
い
て
「
初
等
中
等
教
育
（
・
・
・
中
学
校
・
・
・
に
お
け
る
教
育
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
・
・
・
」
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
と

さ
れ
て
い
る
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
が
そ
の
所
掌
事
務
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
法
令
上
の
規
定
を
満
た
し

て
い
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
外
部
の
人
材
講
師
」
の
「
講
演
」
が
授
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
か
否
か
や
当
該
講
演
の
内

二



容
等
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


